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北海道立学校職員のストレスチェック制度の実施について

このことについて、平成26年６月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法

律（平成26年法律第82号）においては、心理的な負担の程度を把握するための検査（以下

「ストレスチェック」という。）及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容としたス

トレスチェック制度が創設され、事業主にその実施義務が課せられたところです。

道教委では、すべての道立学校の職員を対象にストレスチェック制度を実施するため、

現在、別添のとおり実施体制等の検討を進めておりますので、お知らせします。

なお、ストレスチェックについては、民間業者に委託して実施することとしております

が、各道立学校における具体の実施方法等については、平成28年５月下旬を目途に別途通

知します。
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